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第495回審査会合（平成29年8月10日）時の指摘事項

No 指摘月日 大項目 中項目 小項目 指摘事項

53 2017/8/10 有効性評価 炉心
津波浸水による
全注水機能喪失

防潮堤ルート変更後の遡上解析結果が整った際に、その結果を基に、再度、防潮
堤ルート変更によって、24m津波に対する対策に影響がないことを整理して提示す
ること。

55 2017/8/10 有効性評価 炉心
津波浸水による
全注水機能喪失

対策に期待している津波防護対象設備について、その設置高さを整理して提示す
ること。また、原子炉建屋に対して浸水防止を講じる高さを整理して提示すること。



指摘事項No.53 防潮堤ルート変更による24m津波対策への影響

【指摘事項No.53】

防潮堤ルート変更後の遡上解析結果が整った際に、その結果を基に、再度、
防潮堤ルート変更によって、24m津波に対する対策に影響がないことを整理し
て提示すること。

【回答概要】

防潮堤設置ルート変更に伴う防潮堤前面における最大水位及び敷地内に

おける最大浸水深を評価

いずれも大きな変化はなく，防潮堤設置ルートの変更による影響がないこ

とを確認

上記の評価結果から，敷地に遡上する津波から防護する施設・設備（以下

「敷地に遡上する津波に対する防護対象設備」という。）の設計・評価のた

めの入力津波については，防潮堤設置ルート変更前の解析結果を使用
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（防潮堤設置ルート変更前） （防潮堤設置ルート変更後）
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（防潮堤設置ルート変更前） （防潮堤設置ルート変更後）

【防潮堤前面における最大水位】

防潮堤設置ルートの変更を踏まえた防潮堤前面に

おける最大水位の解析結果を図１に示す。

防潮堤前面の最大水位に大きな変化はなく，防潮

堤設置ルートの変更による影響がないことを確認し

た。

【敷地内における最大浸水深】

防潮堤設置ルートの変更を踏まえた敷地内におけ

る最大浸水深の解析結果を図２に示す。

防潮堤内の遡上域及び敷地に遡上する津波に対す

る防護対象設備周辺の最大浸水深に大きな変化は

なく，防潮堤設置ルートの変更による影響がないこ

とを確認した。

上記の評価結果から，敷地に遡上する津波に対す

る防護 対象設備の設計・評価のための入力津波に

ついては，防潮堤設置ルート変更前の解析結果を

使用する。

図１ 防潮堤前面における最大水位

図２ 敷地内における最大浸水深

指摘事項No.53 防潮堤ルート変更による24m津波対策への影響
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指摘事項No.55 津波防護対象の電源設備等の設置高さについて

【指摘事項No.55】

対策に期待している津波防護対象設備について、その設置高さを整理して提
示すること。また、原子炉建屋に対して浸水防止を講じる高さを整理して提示
すること。

【回答概要】

原子炉建屋は，設定したバウンダリに対し，T.P.＋15mまで緊急安全対策

として浸水防止対策を実施済

遡上する津波の最大浸水深に対しT.P.＋1.0mまで浸水防止対策を実施す

る方針

津波防護対象設備を内包する原子炉建屋については，多層階の建屋であ

ることからフロア別に，主要な重大事故等対処設備の設置階（高さ）を説明
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指摘事項No.55 原子炉建屋に対する浸水防止対策高さについて

原子炉建屋側面図
（南側）

原子炉建屋側面図
（東側）

最大浸水深
＋0.5m

具体的な浸水防止対策は以下のとおり。

○ 原子炉建屋

原子炉建屋付属棟の一部（廃棄物処理棟，非常用ディーゼル発電機の設置エリア）を除

きT.P.＋15mまで対策済

すなわち，最大浸水深＋1.0mまでの貫通部についても対策済

（水密扉設置，貫通部止水処置）

○ 非常用ディーゼル発電機の設置エリア

地下１階及び地下２階にて，原子炉建屋との境界にて浸水防止対策予定

浸水防止対策高さ
T.P.＋15m
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指摘事項No.55 津波防護対象の電源設備等の設置高さについて

【回答】 フロア別に，主要な重大事故等対処設備の設置階（高さ）を説明

原子炉建屋１階 原子炉建屋地下１階

原子炉建屋地下２階
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指摘事項No.55 津波防護対象の電源設備等の設置高さについて（1／7）

原子炉建屋 地下２階（ＥＬ．－4.0ｍ）

主な機械設備

１ 代替循環冷却系ポンプ

２ 高圧代替注水系ポンプ

３ 残留熱除去系ポンプＡ

４ 残留熱除去系ポンプＢ

５ 残留熱除去系ポンプＣ

６ 低圧炉心スプレイ系ポンプ

７ 高圧炉心スプレイ系ポンプ

８ 原子炉隔離時冷却系ポンプ

９ 残留熱除去系熱交換器Ａ

１０ 残留熱除去系熱交換器Ｂ

主な電気設備

１ サプレッション・プール水位

２ サプレッション・プール水温度

３ 代替循環冷却系ポンプ入口温度

４ 代替循環冷却系ポンプ吐出圧力

５ 代替循環冷却系格納容器スプレイ流量

６ 原子炉隔離時冷却系系統流量

７ 高圧代替注水系系系統流量

【回答】 フロア別に，主要な重大事故等対処設備の設置階（高さ）を説明
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指摘事項No.55 津波防護対象の電源設備等の設置高さについて（2／7）

原子炉建屋 地下１階（ＥＬ．2.00ｍ）

主な機械設備

１ 残留熱除去熱交換器Ａ

２ 残留熱除去熱交換器Ｂ

主な電気設備

１ 残留熱除去系熱交換器

２ 残留熱除去系ポンプ吐出圧力

２ 残留熱除去系系統流量

３ 格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）

４ 高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力

４ 高圧炉心スプレイ系系統流量

５ 原子炉建屋水素濃度

６ 低圧代替注水系格納容器スプレイ流量

７ サプレッション・プール水温度

８ 原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力

８ 常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力

９ 低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力

９ 低圧炉心スプレイ系系統流量

１０ 非常用ディーゼル発電機（ＤＧ ２Ｃ）

１１ 非常用ディーゼル発電機（ＤＧ ２Ｄ）

１２ 高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機（ＤＧ ＨＰＣＳ）

１３ メタクラ（Ｍ／Ｃ ２Ｄ、Ｐ／Ｃ ２Ｄ）

【回答】 フロア別に，主要な重大事故等対処設備の設置階（高さ）を説明
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指摘事項No.55 津波防護対象の電源設備等の設置高さについて（3／7）

原子炉建屋 １階（ＥＬ．8.2ｍ）

主な機械設備

１ 残留熱除去系熱交換器Ａ

２ 残留熱除去系熱交換器Ｂ

３ 可搬型スプレイノズル及びホース（予備を含む）

主な電気設備

１ 緊急用125V蓄電池

【回答】 フロア別に，主要な重大事故等対処設備の設置階（高さ）を説明
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指摘事項No.55 津波防護対象の電源設備等の設置高さについて（4／7）

原子炉建屋 ２階（ＥＬ．14.0ｍ）

主な電気設備

１ ドライウェル雰囲気温度

２ 原子炉建屋水素濃度

３ 代替循環冷却系原子炉注水流量

４ 格納容器下部水位

５ 低圧代替注水系原子炉注水流量

６ 原子炉水位（燃料域）

７ 原子炉水位（ＳＡ）

【回答】 フロア別に，主要な重大事故等対処設備の設置階（高さ）を説明
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指摘事項No.55 津波防護対象の電源設備等の設置高さについて（5／7）

原子炉建屋 ３階（ＥＬ．20.3ｍ）

主な機械設備

１ 高圧窒素ガスボンベ（予備含む）

２ 制御棒駆動機構水圧系制御ユニット

主な電気設備

１ 原子炉圧力容器温度

２ 原子炉圧力（SA）

３ 格納容器雰囲気放射線モニタ（D/W）

４ 高圧炉心スプレイ注入弁（Ｅ２２－Ｆ００４）

５ 低圧炉心スプレイ注入弁（Ｅ２１－Ｆ００５）

６ 残留熱除去系Ａ系注入弁（Ｅ１２－Ｆ０４２Ａ）

７ 残留熱除去系Ｂ系注入弁（Ｅ１２－Ｆ０４２Ｂ）

８ 残留熱除去系C系注入弁（Ｅ１２－Ｆ０４２Ｃ）

９ 低圧代替注水系原子炉注水流量

１０ 格納容器雰囲気放射線モニタ（D/W）

１１ 原子炉圧力

１１ 原子炉水位（SA広帯域）

１２ 格納容器内水素濃度（ＳＡ）

１２ 格納容器内酸素濃度（ＳＡ）

１３ 原子炉水位（広帯域）

１４ 低圧代替注水系格納容器下部注水流量

１５ 低圧代替注水系格納容器スプレイ流量

１６ 逃し安全弁用可搬型蓄電池

【回答】 フロア別に，主要な重大事故等対処設備の設置階（高さ）を説明
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指摘事項No.55 津波防護対象の電源設備等の設置高さについて（6／7）

原子炉建屋 ４階（ＥＬ．29.0ｍ）

主な機械設備

１ 中央制御室換気系空気調和機ファン

２ 中央制御室換気系フィルタユニット

主な電気設備

１ ドライウェル圧力

２ ドライウェル雰囲気温度

３ 原子炉圧力容器温度

４ 原子炉隔離時冷却系注入弁

【回答】 フロア別に，主要な重大事故等対処設備の設置階（高さ）を説明
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指摘事項No.55 津波防護対象の電源設備等の設置高さについて（7／7）

原子炉建屋 ５階（ＥＬ．38.8ｍ）

主な機械設備

１ ほう酸水貯蔵タンク

２ ほう酸水注入ポンプＡ

３ ほう酸水注入ポンプＢ

４ 非常用ガス再循環系 フィルタユニットＡ

５ 非常用ガス再循環系 ファンA

６ 非常用ガス再循環系 フィルタユニットＢ

７ 非常用ガス再循環系 ファンＢ

８ 非常用ガス処理系フィルタユニットA

９ 非常用ガス処理系ファンA

１０ 非常用ガス処理系フィルタユニットＢ

１１ 非常用ガス処理系ファンＢ

主な電気設備

１ 原子炉圧力容器温度

２ ドライウェル雰囲気温度

【回答】 フロア別に，主要な重大事故等対処設備の設置階（高さ）を説明
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